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外
務
省
の
懲
戒
処
分
と
国
民
の
知
る
権
利
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
家
公
務
員
法
に
よ
り
懲
戒
処
分
が
な
さ
れ
た
外
務
省
職
員
の
実
名
発
表
を
禁
ず
る
法
令
上
の
根
拠
が
あ
る
か
。

二

人
事
院
は
国
家
公
務
員
の
懲
戒
処
分
の
発
表
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
指
針
を
定
め
て
い
る
か
。

三

平
成
十
八
年
五
月
五
日
付
読
売
新
聞
は
、
「
外
務
省
職
員
が
四
月
、
児
童
買
春
容
疑
で
警
視
庁
に
逮
捕
さ
れ
た
事
件
で

は
、
外
務
省
が
免
職
を
匿
名
で
発
表
。
警
視
庁
は
実
名
を
公
表
し
た
が
、
逮
捕
直
前
に
懲
戒
免
職
と
な
っ
て
い
た
た
め
『
無

職
』
と
し
た
。
外
務
省
は
、
免
職
に
し
た
職
員
が
逮
捕
さ
れ
た
男
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
人
事
院
の
指
針
を
理
由
に
『
ノ
ー

コ
メ
ン
ト
』
。
同
省
人
事
課
は
『
認
め
る
と
実
名
を
公
表
し
た
こ
と
に
な
る
。
本
人
の
将
来
も
考
え
、
総
合
的
に
判
断
し

た
』
と
し
て
い
る
」
と
報
じ
て
い
る
が
、
外
務
省
が
平
成
十
八
年
四
月
十
八
日
、
児
童
買
春
・
児
童
ポ
ル
ノ
禁
止
法
違
反
の

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
元
外
務
省
在
リ
ト
ア
ニ
ア
日
本
大
使
館
二
等
書
記
官
の
松
田
幸
明
氏
（
以
下
、
「
松
田
元
書
記
官
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
読
売
新
聞
の
取
材
に
関
し
て
、
人
事
院
の
指
針
を
理
由
に
情
報
提
供
を
拒
否
し
た
事
実
が
あ
る
か
。
そ

の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
と
し
た
場
合
、
外
務
省
の
行
為
に
よ
り
国
民
の
知
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の

見
解
如
何
。

四

「
松
田
元
書
記
官
」
に
対
す
る
読
売
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
、
外
務
省
人
事
課
職
員
が
「
認
め
る
と
実
名
を
公
表
し
た
こ

一



と
に
な
る
。
本
人
の
将
来
も
考
え
、
総
合
的
に
判
断
し
た
」
と
の
趣
旨
の
応
答
を
し
た
事
実
が
あ
る
か
。
事
実
が
あ
る
な
ら

ば
、
か
か
る
発
言
を
し
た
外
務
省
職
員
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
い
う
「
本
人
の
将
来
」
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
、
外
務
省
の
見
解
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


